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到津の森公園将来ビジョン策定支援業務委託 

 プロポーザル実施説明書 

 

１ 業務内容等 

（１）業務名     到津の森公園将来ビジョン策定支援業務委託 

（２）契約期間    契約締結日から令和６年３月３１日 

（３）目的・業務内容 別紙「仕様書」のとおり 

 

２ 選定方法 

プロポーザル方式で企画提案書、見積書について書類審査を行い、最も優れた提案内容

の事業者を受託候補者として選定します。 

※口頭審査は実施しません。 

 

３ 本事業予算額  

５，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

４ 参加資格 

次の要件を全て満たす者とします。  

（ア）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

いものであること。 

（イ）北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成

７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格者名簿に記載されていること。 

（ウ）当該業務に関して専門的な知識及び実績を有しているほか、従事者の守秘義務の

徹底など、情報セキュリティに関して十分な体制を有しているものであること。 

（エ）本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 

５ 実施スケジュール    

内 容 時 期 

告知開始 令和５年７月１３日（木） 

質問書の提出期限 令和５年７月２０日（木） 

参加意向書の提出期限 令和５年７月２６日（水） 

企画提案書等の提出期限 令和５年８月 ４日（金） 

審査委員会による審査（書類審査のみ） 令和５年８月１０日（木） 

受託候補者特定及び結果通知 令和５年８月１４日（月） 

協議及び契約締結 令和５年８月中旬 

 

６ 質問 

質問がある場合は、質問書（様式１）により、「１２ 問い合わせ先」へ電子メール又は

ファックスにて提出してください。送信後、電話により受信の確認をお願いします。 

（１）質問書の提出期限 
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令和５年７月２０日（木）１７時まで随時受付 

（２）質問書に対する回答 

質問書の回答は、質問者を伏せて北九州市ホームページにて令和５年７月２４日(月)

まで随時公開する予定です。 

 

７ 参加意向書の提出  

  参加意向書（様式２）に必要事項を記載し、「１２ 問い合わせ先」 へ電子メール又はフ

ァックスにて提出してください。送信後、電話により受信の確認をお願いします。 

 （１）参加意向書の提出期限 

令和５年７月２６日（水）１７時必着 

（２）その他  

期限内に参加意向書の提出がなかった者は本プロポーザルには参加できません。 

 

８ 企画提案書等の提出  

  市民の強い存続要望のもとに誕生した到津の森公園の魅力や存在意義、役割など、今後

の公園の在り方を検討し、２０年先、３０年先を見据えた「将来ビジョン」を策定するた

めに効果的な実施体制、手法、スケジュール等について提案書をご作成ください。   

なお提案書の作成に当たっては、検討会議の運営及び市民や公園職員等の意見・情報収

集に関しての手法について必ず盛り込んでください。 

   

（１）提出方法 

下記の書類を「１２ 問い合わせ先」の住所に郵送、宅配もしくは持参してください。 

※郵送、宅配の場合は、企画提案書等の提出期限必着とし、必ず「書留」等、確実

に届いたことが分かる方法を利用してください。  

Ⅰ 企画提案書概要（様式３）  

Ⅱ 企画提案書 

※Ａ４判、片面刷り、左綴じ、２０枚以内（表紙・目次は含まない）。  

Ⅲ 見積書（様式自由）  

  ※役割別の人件費、運営費などについて項目や数量を明確にすること。 

  ※税込み金額が、上記３の本事業予算額の範囲であること。 

（２）提出部数（企画提案書概要、企画提案書、見積書いずれも） 

正本１部、副本９部 

※正本には、所在地、商号又は名称、代表者名を記載し代表者印を押印する。 

※副本には、所在地、商号又は名称、代表者名を記載しないこと。（提出事業者がわ

からないようにすること。） 

（３）企画提案書等の提出期限  

令和５年８月４日（金）期限内必着  

（４）その他  

（ア）期限内に企画提案書等の提出がなかった者は辞退したものとみなします。  

（イ）提出書類の返却はいたしません。  

（ウ）提出後の修正や再提出はできません。 

（エ）多数の事業者より提出があった場合は、必要に応じて一次審査（企画提案書概要

の審査）を行った後、採点による最終審査（企画提案書概要、企画提案書及び見積
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書）を行います。 

 

９ 審査委員会の開催及び審査項目  

（１）審査委員会開催日 

令和５年８月１０日（木） ※口頭審査は実施しません。 

（２）審査項目    

審査項目 審査の際の評価ポイント 配点 

実
施
体
制
等 

業務価格 

提示価格が本事業予算額内になっているか。 

10 
提案内容に相応な額であるか。 

所要経費、算定根拠が明確に示されており合理的な内容である

か。 

実施体制・ 

業務工程 

実施体制（人的能力・専門性を含む）が、適正性、効率性にお

いて妥当なものであるか。 
20 

業務実施スケジュールは無理なく、効率的かつ実現可能なもの

であるか。 

業務実績 類似・同規模の業務の実績があるか。 20 

提
案
内
容 

本事業への 

理解度 

本事業の目的や背景を的確に理解し、市民の強い存続要望のも

とに誕生した「市民が支える自然の森公園」である視点が入っ

ているか。 

30 

上記の視点を踏まえた、的確な手法が提案されているか。 30 

提案の独創性 

及び実現性等 

検討会議の運営（進め方）及び市民や公園職員等の意見・情報

収集方法（声の吸い上げ手法）は独自の視点があり、効果的な

ものとなっているか。 
40 

提案書に「企画」「実施体制」「実施スケジュール」等が分かり

やすく提示されているか。 

提案の内容に実現性があるか。 

（３）審査委員 

本市職員等で構成する。 

 

１０ 受託候補者特定及び契約締結 

受託候補者の特定及び契約締結については下記のとおりとします。  

（ア）選定結果については令和５年８月１４日（月）までに通知する予定。  

（イ）受託候補者に選定された者は、委託契約締結に向け、市と事業内容の詳細及び

契約額ついて協議を行い、協議が整った場合は、契約を締結する。なお、協議を

行う際、企画提案の一部を変更する場合がある。  

（ウ）受託候補者に選定されたものと協議が整わない場合は、次点者と順次協議を行

い、新たな受託候補者を決定のうえ、そのものと協議が整った場合は契約を締結

する。  

（エ）契約締結後の再委託は原則として認めない。再委託を行う場合は事前に市の承

認を得ること。  

（オ）その他、本書に定めのない事項は、地方自治法、同法施行令及び北九州市契約

規則等の関係規定の定めに従い処理する。 
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１１ その他 

（１）選定の成否にかかわらず、本プロポーザルに関する経費は全て事業者の負担としま

す。  

（２）企画提案書等の提出後に、本プロポーザルの参加資格を有しないことや虚偽の内容

が記載されていたことなどが判明した場合、その提案は無効とします。  

（３）受託候補者決定後、北九州市ホームページに受託候補者の商号又は名称、評価結果

等を公表します。 

 

１２ 問い合わせ先  

北九州市建設局公園管理課 担当：平井、清水  

住  所：〒８０３－８５０１  

北九州市小倉北区城内１番１号 

電話番号：０９３－５８２－２４６４ 

Ｆ Ａ Ｘ：０９３－５８２－０１６６ 

メールアドレス：ken-kouenkanri@city.kitakyushu.lg.jp 

mailto:ken-kouenkanri@city.kitakyush

